
 

 履 修 案 内 

 

 この履修案内は、本学で学ぶ学生が、将来、保育の分野で活躍することを願って作られています。保

育の仕事は、子どもが好きだということはもちろんのことですが、それ以上に子どもの成長を喜ぶことがで

き、子どもとともに学び、生きる姿勢があるということが最も必要なことです。子どもの成長を願い、どのよう

にしたら子どもが健やかに育つのかを常に考えていかなくてはなりません。このような点を学習の心構え

として、卒業までの見通しをもち、履修計画を立てて下さい。 

 なお、卒業に必要な科目及び単位を満たさないと卒業できません。履修を放棄することのないよう注

意して下さい。 

 

１ 卒業の要件  

○子ども学科を卒業するためには、次の要件を満たすことが必要です。 

 （１） 本学に２年以上在籍する。 

 （２） 卒業に必要な科目及び単位を修得する。（同一科目を重複履修することはできません。） 

 （３） 卒業までに必要な学費の全額を納入する。（納入していないときは、履修した科目の評価は無  

効となります。） 

     

２ 授 業  

 （１） 授業科目の区分と卒業単位数等  

  ① 開講される授業科目は講義・演習・実習・実技またはこれらの併用により行います。授業科目の

区分、卒業要件単位数、授業科目名、年次、単位数及び必修・選択等については、科目一覧表

または学則の別表１を参照して下さい。なお、入学年度によって異なりますので注意して下さい。  

  ② 教育課程は単位制になっています。単位の計算にあたっては、授業の１時限は９０分で行います

が、この学修を２時間とみなします。また、１単位の学修時間は、授業時間外の学習も含めて４５時

間とし、それぞれの授業の単位数は、次の基準によって計算します。 

   ア．講義及び演習科目については、１５時間の授業をもって１単位とします。  

   イ．実習及び実技科目については、３０時間の授業をもって１単位とします。  

したがって、１単位には、講義及び演習科目で３０時間、実習及び実技科目で１５時間の授業

時間外の学修（自習）が含まれることになります。 

  ③ 授業期間は前期（４月～９月）と後期（１０月～翌年３月）の２期に区分しています。実習科目、演

習科目、集中講義（乳児小児救命法）等の授業は、授業期間以外の、夏季・冬季・春季休業中に

実施することがあります。授業実施日については、学年暦を必ず確認して下さい。  

  ④ 授業時間は以下の通りです。 

時 限 授業時間  

第１時限 ９：００～１０：３０ 

第２時限 １０：４０～１２：１０ 

第３時限 １３：００～１４：３０ 

第４時限 １４：４０～１６：１０ 

第５時限 １６：２０～１７：５０ 



 

 

  ⑤ 学外での学修を含む科目として、次の科目があります。 

   ア．実習科目  

    １年次 

     実習指導Ⅰ・Ⅱ 

     教育実習Ⅰ（幼稚園） 

     保育実習Ⅰ（保育所） 

     施設実習Ⅰ（福祉施設） 

    ２年次 

     実習指導Ⅲ 

     教育実習Ⅱ（幼稚園） 

     保育実習Ⅱ（保育所）＊ 

     施設実習Ⅱ（福祉施設）＊   ＊選択科目（いずれか１つを選択） 

     なお、実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲは、学内で行う実習の事前・事後指導と実習中に実習先で行う巡回  

    指導を含むもので、実習単位取得の必修科目です。 

   イ．基礎演習（１年）・総合演習（２年） 

     基礎演習・総合演習は、保育者としての資質を高めるために置かれた特別な科目で、１年次と

２年次にわたって履修するものです。毎週の授業に加えて、宿泊研修、体験学習に参加するこ

となどによって単位を認定します。 

ⅰ 宿泊研修  

新入生宿泊研修（１年次４月） 

２年次宿泊研修（２年次４月） 

ⅱ 体験学習  

（ⅰ）動物飼育体験学習または里山保全体験学習（いずれか１つを選択） 

（ⅱ）ディズニーランド（ホスピタリティ）体験学習  

   ウ．キャリアアップセミナーⅠ・Ⅱ 

      子ども学科の学生として具備すべき専門性、人間性、社会性に関わる資質の向上と保育者と

してのキャリア形成の基礎を培うために具体的な活動を通して学ぶ科目です。具体的には、少

人数のグループで取り組む、制作・パフォーマンス・遊びなどの活動、学外の幼稚園・保育園・

施設及びボランティア活動を通じて保育の実際を学ぶ「保育体験」、社会人としてのマナー・進

路に関する講演会・自己分析・履歴書の書き方などに取り組んでいきます。      

  ⑥ 入学前に修得した単位の本学における認定については、教務担当の教員に相談してください。 

  ⑦ 埼玉東上地域大学プラットフォーム（TJUP）協定校である、東京電機大学及び大東文化大学の

ほか計 18 大学の各校が単位互換科目として示した科目について履修することができます。但し、

修得した単位の本学における認定については、他大学で修得した単位と合計して３０単位までとな

ります。 

 

 （２） 出席、欠席、遅刻、早退  

      授業の出席確認は、各授業担当教員が行います。授業を欠席するときは、必ず事務局に電話

連絡をして下さい。授業の出席回数が３分の２に満たない場合には、単位修得ができません。授業開

始時間から２０分を超えて遅刻した場合には、欠席となります。早退の場合も認められるのは授業終



 

了２０分前までです。また、原則として遅刻・早退３回を欠席１回と数えます。 

  次の事項に該当するときは、速やかに事務局に届け出て指示を受けてください。その際に欠席理由

が分かる書類の提出を請求する場合があります。 

  ① 傷病、その他やむを得ない理由により１週間以上欠席場合。 

  ② 忌引きで欠席する日が事前に分かる場合。 

 

 （３） 出席停止及び臨時休業  

       学校保健安全法施行規則第１９条に基づき、次にあげる感染症に罹患したときには速やかに事  

務局に連絡してください。また、予防上必要と認められるときは、学生の出席を停止または本学を  

臨時に休業することがあります。 

  ① 第１種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、その他学校保健安全法施行規則第１９条に指定

されている感染症。これらに罹患したときには、治癒するまで出席停止です。  

  ② 第２種 インフルエンザ、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核、

その他学校保健安全法施行規則第１９条に指定されている感染症。これらに罹患したときには、そ

れぞれの病気について定められた期間、出席停止とすることがあります。但し、病状により医師が伝

染のおそれがないと認めた場合は出席できます。 

  ③ 第３種  流行性結膜炎、急性出血性結膜炎、その他学校保健安全法施行規則第１９条に指定

されている感染症。但し、病状により医師が伝染のおそれがないと認めた場合は出席できます。 

  ④ その他、同居人が感染症に罹患している者や感染症が流行している地域にいた者について、医

師が適当と認める期間、授業への出席を停止することがあります。 

 

 （４） 休講  

  授業が休講となる場合は、学内掲示にて連絡をしますので確認して下さい。臨時に授業が休講とな 

る場合は、その都度大学で協議して休講措置を決定しメール配信システムで通知します。  

  休講理由は、次のものがあります。 

  ① 学校行事による休講。 

  ② 教員の届出による休講。 

  ③ 東武東上線または川越観光バスのいずれかの交通機関が事故・災害等で長時間にわたり運行

停止となり復旧が見込めない場合の休講。 

  ④ 大雪や台風、地震等の自然災害によって学生の安全確保ができないと判断した場合の休講。 

  ⑤ インフルエンザや麻疹の流行等、学生の健康確保ができないと判断した場合の休講。 

  ⑥ その他、緊急事態が起こった場合の休講。 

 

 （５） 補講  

   授業が休講となった場合、あるいはその他の理由により必要と認められた場合、補講を行います。  

  補講日については、学内掲示にて連絡をしますので確認して下さい。 

 

３ 履修の手続き 

（１） 前・後期及び通年の授業科目、実習科目すべてを所定の期日までに履修登録して下さい。履

修登録をしない授業科目は、未履修となり単位が認められません。 

（２） 履修する授業科目は、それぞれの年次に配当された授業科目を履修して下さい。２年次に配



 

当された授業科目を１年次で履修することはできません。 

（３） 既に単位を修得した授業科目は、再度履修登録はできません。 

（４） 履修しようとする授業科目を履修届に記入し、所定の期日までに提出して下さい。 

（５） 履修科目の変更は、前・後期とも履修変更期間内に１回限り行えます。履修変更期間中も各

授業の出欠確認は行われます。履修の変更を行い２回目以降別の授業に出席した場合、その授

業の１回目は「欠席」と扱われますので注意して下さい。 

（６） 履修登録できる単位数の上限は、原則として各学期３０単位までとなっています。  

（７） 人数制限のある科目においては、履修希望者が多い場合、抽選を行って人数を調整すること

があります。抽選に参加しなかった場合には、登録が抹消となり授業に出られなくなりますので注意

して下さい。 

（８） 履修登録者数が５名に満たない科目については、原則として不開講とします。但し、隔年開講

科目や実習科目については５名に満たなくても開講します。 

（９） 履修変更期間を過ぎると変更はもちろんのこと、取消もできませんので注意して下さい。 

（10） 実習に参加しない場合、本人・保護者連名の書類提出が必要になります。 

 

４ 試験  

（１）  試験の種類  

  試験には次のものがあります。 

① 定期試験  

  定期試験は、各学期末に行うものをいいます。 

  試験実施日程及び実施要項を所定の時期に学内掲示によって告知します。  

 ② 追試験  

    やむを得ない事情で定期試験を欠席した者のうち、事務局に事前に連絡を済ませ、授業担当教  

員の了承を得た学生に限り、追試験の受験資格が与えられます。但し、定期試験がレポート試験

（作品提出含む）であった場合、傷病等による長期欠席の場合を除き追試験はありません。追試験

は所定の手続き終了後、原則１回に限って行われこれ、これに欠席すると不合格となります。 

   ③ 再試験  

    試験で不合格となった学生で授業担当教員が再試験の受験を認めた場合、受験資格が与えら

れます。再試験は所定の手続き終了後１回に限って行われ、これに欠席すると不合格となります。 

 

 （２） 試験の方法  

   試験の方法には次のものがあります。 

  ① 筆記試験  

  ② レポート試験  

  ③ 実技試験  

  ④ 口述試験  

  ⑤ その他、授業担当教員の定める方法による試験  

 

 （３） 受験資格  

   履修登録をしていない学生や休学中の学生は、試験を受けることができません。 

 



 

 （４） 受験心得  

   定期試験を受験する際には、以下の注意事項を遵守すること。 

  ① 試験場入室の際は所定の座席に着席し、学生証を机上に呈示する。学生証の携行を忘れた場

合は、事前に事務局で「受験許可証」を交付してもらい、これを呈示する。 

  ② 試験開始後２０分以上遅刻した者は、原則として試験場に入室も受験もできない。  

  ③ 試験場では筆記用具等許可されたものを除き、すべての携行品はかばんの中に収納し床に置く。

携帯電話、その他電子機器類は電源を切り、同様に収納する。 

  ④ 配布を受けた問題用紙や答案用紙は、特に指示がない限り、試験終了後所定の場所にすべて

提出し、試験場の外に持ち出ししてはならない。 

  ⑤ 試験中は不正行為を行ったり、私語を交わしたりしてはならない。 

  ⑥ 試験開始後３０分以内は、試験場から退出することはできない。但し、３０分経過後は監督者の

指示がある場合に退出することができる。なお、一度退出した場合は試験終了まで再入室はでき

ない。 

  ⑦ 試験場では監督者がすべての権限を有するので、その指示に従う。 

 

 （５） 不正行為  

カンニング等の不正行為を行った者及び監督者の指示に従わない者は、監督者が即刻退出を命  

じ、当該科目の受験は無効とします。加えて、当該科目の単位を修得することはできません。  

 また、不正行為は学則や履修規程、教務規程「不正行為の種類と処分の手続きに関する細則」に

照らして厳罰に処し、進級・卒業に重大な支障を招来することとなります。 

 

 （６） 試験の欠席  

   試験を受験できない特別の事情（本人の傷病、忌引等）が発生したときは、原則として試験開始前

に本人または保護者がその旨を事務局に連絡して下さい。また、その事情を証明するものを速やか

に事務局に提出して下さい。 

 

 （７） レポート試験、作品提出等の留意点  

   提出する際には、次の点に留意して下さい。 

  ① 授業担当教員の指示に従い表紙等を作成し、必要事項を明記する。 

  ② 定められた期間内に指定の場所に提出する。期間外や指定外の場所に提出した場合は、受理

されない。 

 

 （８） 追試験及び再試験の受験手続き 

① 追試験及び再試験（以下、追・再試験）に係る日程は学年暦の通りです。発表日より追・再試験

該当科目は事務局で個別に、試験実施要項、時間割は学内掲示の告知により確認ができます。

受験する場合、必ず本人が期間中に事務局で手続きを行って下さい。手続きを行わないと受験

することはできません。また、追・再試験の該当に係る電話での問い合わせには応じられません。  

② 急病などやむを得ない理由により追・再試験の手続きが行えない場合、原則として本人が事務

局へ連絡し、その後の指示を受けて下さい。 

③ 実習中の場合、事前に学生本人が代理人を立て、代理人に関する手続きを事務局で行って下

さい。 



 

④ 追・再試験を受験するにあたり、「受験許可証」が必要です。 

 

５ 成績評価  

 （１） 成績発表  

   成績通知書の交付は、９月と３月に行います。成績通知書は学生証を呈示した本人に手渡し、原

則として代理人の受領は認められません。なお、本人が受け取れない特別な事情が発生した場合は、

その理由を事務局に連絡して下さい。また。成績評価について不明な点がある場合には、成績通知

書の交付から１週間以内に事務局へ問い合わせて下さい。 

 

 （２） 成績評価  

  ① 基準  

   成績評価は、次の表の基準により行われます。試験を実施する科目について試験を受けない場合

は、単位を修得することはできません。 

なお、成績通知書中の「Ｆ」は、出席時数の不足等の理由により履修を放棄したとみなされたことを

意味します。 

点 数 成績評価  合 否 

 ９０ ～ １００ Ａ+ 

合  格  
８０ ～ ８９ Ａ 

７０ ～ ７９ Ｂ 

６０ ～ ６９ Ｃ 

５９以下 Ｄ 不合格  

  ② 追試験の評価  

   ８０点（Ａ評価）を上限とします。 

  ③ 再試験の評価  

   ６０点（Ｃ評価）を上限とします。 

  ④ 他大学等で履修した授業科目の評価  

   教務委員会で検討、教授会の議を経て本学の成績評価に読み替えることがあります。 

  ⑤ 既修得単位等の評価  

   教務委員会で検討、教授会の議を経て本学の単位として認めることがあります。 

  ⑥ 出席回数と評価  

   出席回数が単位修得に必要な授業時数の３分の２に達しない学生はその科目の履修を放棄した

とみなし、単位を修得することができません。 

  ⑦ 学費納入状況と評価  

   当該学期の学費を納入していない学生（延納を認められた者を除く）は、履修した科目の評価が

無効となります。 

 

 ＊履修及び手続きについては、専任教員及び事務局員が個別に対応します。分からないことがある

場合、遠慮せず聞いて下さい。 

 

 



 

（３）ＧＰＡ（Grade Point Average）について 

 ＧＰＡとは、科目履修して最終的に与えられたＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｆの評価（Grade）に４～０のポイント

（Point）を配当してそれに単位数を掛け、修得したポイントの合計と単位数をもとに算出する平均値

（Averａgｅ）です。 

 そのポイントと計算式は次の通りで最高値は「４」となり、最高値に近いほど評価が高くなります。 

 ①ポイント 

成績評価等  ポイント 評価基準  合否  

Ａ+ ４ 到達目標を達成し、きわめて優秀な成績をおさめている。 

合 格 
Ａ ３ 到達目標を達成し、優秀な成績をおさめている。 

Ｂ ２ 到達目標をおおむね達成している。 

Ｃ １ 達成目標を最低限達成している。 

Ｄ、Ｆ ０ 
定められた学習水準に達成していない、または単位取得のた

めに必要な条件を備えていない。 
不合格  

 ②計算式  

 

ＧＰＡ＝ 

      

 

 ※ＧＰＡの値は、小数点第３位を四捨五入して、小数点第２位まで表示します。 

 ※分母の「総履修登録単位数（不合格科目含む）」には、履修中の科目は含まれません。 

 ※不合格科目や放棄した科目もＧＰＡの算出基準になります。履修をやめたい科目がある場合、

履修変更期間に取消の手続きを行ってください。 

 ※ＧＰＡが低い場合、個別面談指導の対象となります。また、卒業が出来ない場合もあります。 

（各科目の単位数×その科目で得たポイント）の合計  

総履修登録単位数（不合格科目含む） 


